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平
成
25
年
住
宅
・
土
地
統
計

調
査
に
つ
い
て
の
お
願
い

10
月
1
日
、
全
国
で
住
宅
・
土

地
統
計
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ

の
調
査
は
住
宅
・
土
地
に
関
す
る

最
も
基
本
的
な
調
査
で
、
国
や
都

道
府
県
・
市
区
町
村
が
住
生
活
基

本
計
画
や
ま
ち
づ
く
り
施
策
な
ど

を
立
案
す
る
た
め
の
大
切
な
資
料

と
な
り
ま
す
。
対
象
と
な
っ
た
世

帯
に
は
、
知
事
が
任
命
し
た
調
査

員
が
調
査
票
を
持
っ
て
お
伺
い
し

ま
す
の
で
、
調
査
票
へ
の
記
入
を

お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
調
査
内
容
は
統
計
を
作

成
す
る
た
め
の
み
に
使
用
す
る
も

の
で
、
そ
の
他
の
目
的
に
使
用
す

る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先

総
合
政
策
課
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外
国
人
住
民
の
方
に
つ
い

て
も「
住
基
ネ
ッ
ト
」な
ど

の
運
用
が
始
ま
り
ま
す

37
月
8
日
よ
り
外
国
人
住
民
の

方
に
つ
い
て
も
、
住
民
基
本
台
帳

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
住
基

ネ
ッ
ト
）
の
運
用
が
開
始
さ
れ
、

住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー

ド
）
の
交
付
、公
的
個
人
認
証
（
電

子
証
明
）
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

な
お
、
住
基
ネ
ッ
ト
運
用
開
始

に
伴
い
、
7
月
8
日
時
点
で
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
が
あ
る
外
国
人

住
民
の
方
に
、
住
民
票
コ
ー
ド
を

7
月
下
旬
頃
に
通
知
し
ま
す
。　

※ 

国
の
行
政
機
関
か
ら
住
民
票

コ
ー
ド
の
記
載
を
求
め
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
通
知
を

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。 

■
問
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合
わ
せ
先

○
下
野
市
役
所
市
民
課
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公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

の
一
時
停
止
の
お
知
ら
せ

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
の
た
め
、
サ
ー

ビ
ス
の
一
部
が
次
の
と
お
り
停
止

し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
電
子
証
明
書
の
発
行
・
失
効
の

手
続
き

○
サ
ー
ビ
ス
停
止
期
間　

7
月
29
日
㈪
〜
30
日
㈫

○
停
止
す
る
サ
ー
ビ
ス

電
子
証
明
書
の
発
行
・
失
効
手

続
き
（
有
効
期
間
満
了
に
伴
う
更

新
手
続
き
を
含
む
）

■
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
一
部

停
止

○
サ
ー
ビ
ス
停
止
期
間

7
月
26
日
㈮
〜
30
日
㈫

○
停
止
す
る
サ
ー
ビ
ス

• 

利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト

を
利
用
し
た
自
己
の
電
子
証
明

の
有
効
性
確
認
、
オ
ン
ラ
イ
ン

失
効
申
請

・ 

オ
ン
ラ
イ
ン
窓
口
に
よ
る
自
己

の
電
子
証
明
書
の
有
効
性
確
認
、

オ
ン
ラ
イ
ン
失
効
申
請

■
問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
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情
報
公
開
制
度
及
び
個
人
情

報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

市
で
は
情
報
公
開
の
推
進
と
積

極
的
な
情
報
提
供
、
個
人
情
報
保

護
の
厳
格
化
を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
24
年
度
中
の
運
用
状
況
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
情
報
公
開
制
度
と
は
？

市
が
保
有
し
て
い
る
行
政
情
報

を
「
行
政
と
市
民
の
共
通
の
情
報

資
産
」
と
し
て
公
開
し
て
い
く
制

度
で
、
市
民
が
公
開
請
求
す
る
権

利
を
保
障
す
る
も
の
で
す
。

■
個
人
情
報
保
護
制
度
と
は
？

保
有
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

い
を
規
定
し
、
保
有
個
人
情
報
の

開
示
、
訂
正
、
利
用
停
止
を
求
め

る
権
利
を
保
障
す
る
制
度
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

総
合
政
策
課
☎（
40
）5
5
5
0

●情報公開制度

公開請求
件　数

決　定　内　容

公開 部分
公開

請求拒否

非公開 不回答 不存在 その他

6 3 2 1 0 0 0

●個人情報保護制度
個人情報の開示・訂正・利用停止請求はありませんでした。


